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発泡スチロール等処理料金改定についてご案内 

(株)小城クリーン環境様への持込み 
 

日頃は商組運営にご協力、ご支援を頂き誠に有難うございます。 

発泡スチロール等については(株)小城クリーン環境様のご厚意により組合員特別価格での

受取りをして頂いております。 

この度、(株)小城クリーン環境様より処理料金改定の案内がありましたので、下記にて持込

み頂きます様お願い申し上げます。 

記 

処理料金改定事由。 

  １．中国政府が、金属・廃プラ・段ボール等の輸入禁止。 

  ２．日本政府が、廃棄物の外国への持ち出し禁止。 

  ３．これに伴い、日本国内のみでの処理が必要と成った。 

  ４．これにより、日本国内の処分業者の処理料金値上げ要求。 

 

処理料金改定。 

  １．令和１年９月１日より 

  ２．軽トラック１台  300 円を５00 円に変更 

 

持込み要領は従来通り。 

１．佐賀県電器商業組合の組合員証の提示(紛失の場合は組合事務所まで連絡下さい) 

  

 

２．発泡スチロールのみ搬入(ダンボール・紙・シール等は取り除いて)。 

３．ダンボール・古新聞・古雑誌・古紙は無料で引き取ります。 

４．プラスチック等類は有料で引き取ります。 

  ５．持込時間  9:00～12:00  13:00～17:00  土・日・祝は休。 
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